
 

 

令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（カーボンニュートラル社会構築に向けた ESGリース促進事業） 

交付規程 

 

令和８年５月１５日 第 ESG20260501号 

一般社団法人環境金融支援機構制定 

 

（通則） 

第１条 令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（カーボンニュートラル社会

構築に向けた ESGリース促進事業）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「適正化法施

行令」という。）、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（カーボンニュートラル社会

構築に向けた ESGリース促進事業）交付要綱（令和８年４月１日付け環政経発第 2604012

号。以下「交付要綱」という。）及びカーボンニュートラル社会構築に向けた ESGリース

促進事業実施要領（令和８年４月１日付け環政経発第 2604012号。以下「実施要領」と

いう。）の規定（以下「法令等」という。）によるほか、この規程の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この規程は、交付要綱第１４条の規定に基づき、一般社団法人環境金融支援機構

（以下「機構」という。）が行う間接補助金（以下「補助金」という。）を交付する事業

の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第２条の交付

の目的の達成に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「脱炭素機器」とは、実施要領別添の表の左欄に掲げる機器、装置又は設備の区分ご

とに同表の中欄に掲げる基準を満たすものをいう。 

二 「バリューチェ－ン」とは、原材料・部品の調達、製造、在庫管理、配送、販売、消

費等までの一連の取組から生じる付加価値の連鎖をいう。 

三 「補助事業者」とは、環境大臣が補助事業に参加する上で一定の要件を満たすと認め

た、指定リース事業者をいう。 

四 「リース契約」とは、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。 

イ リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。 

ロ 解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。 

ハ 一リース契約のうち、補助の対象となる脱炭素機器に係るリース料の総額が、65

万円以上２億円以下であること。 

ニ リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年３月 31日大蔵

省令第 15号）で定める耐用年数（法定耐用年数）の 70％以上(10年以上は 60％

以上）の契約であって、リース期間が３年以上の契約であること。 



 

 

ホ 原則、リース料支払い期間中において１年間に４回以上の均等分割払いとなって

いる契約であること。 

ヘ 補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース料の低減に充てられる旨

が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること。 

ト 日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。 

チ 中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。 

リ 日本円建ての契約であること。 

ヌ 交付申請時に予定していたリース期間を通じて契約が継続していること。 

五 「リース先」とは、補助事業者から脱炭素機器をリースにより導入する者をいい、個

人事業主又は中小企業等で、バリューチェーン上の脱炭素化に資するいずれかの

取組を行っている者とする。 

 なお、ここにいう「中小企業等」とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者を

いう。 

イ 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社法（平成 17年法律第 86号）上の

会社。 

ロ 厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院（但し、療養病床

を有する病院は補助対象先とする）及び医療法（昭和 23年法律第 205号）におけ

る医療提供施設の一部。 

また、「バリューチェーン上の脱炭素化に資するいずれかの取組を行っている

者」とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。 

イ バリューチェ－ン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企

業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素

化の取組を行っている。 

ロ 脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、

バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。 

ハ 省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）等を通じて自社の CO2排

出量について算定・開示を行っている。 

ニ 中小企業版 SBT、エコアクション 21 等の認証を取得し、脱炭素に取り組んでい 

る。 

 

（交付の対象） 

第４条 機構は、第２条の目的を達成するため、別表第１の第１欄に規定する事業

（以下「補助事業」という。）に要する経費のうち、補助金の交付の対象として

別表第１の第２欄において機構が認める経費（以下「補助対象経費」という。）

について、環境大臣（以下「大臣」という。）からの交付決定額の範囲内におい

て、補助金を交付するものとする。  

２ 前項の補助事業に係る補助金の交付を申請できる者は、補助事業者とする。 

３ 他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業については、

交付の対象としない。 

 



 

 

（交付額の算定方法・上限額） 

第５条 この補助金の交付額は、別表第１の第２欄に掲げる補助対象経費に、第３

欄に掲げた補助率を乗じた金額（ただし、算出された額は１円未満を切り捨てる

ものとする。）とする。なお、補助率の上限は６％とする。 

２ 交付額の算出に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費

税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額を

（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して算出しなければならない。

ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りでない。 

 

（補助金の申請手続） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、jGrants

を利用し申請手続を行わなければならない。 

 申請書類の提出、並びに機構からの交付決定・補助金額の確定等に係る通知等の

手続は、全て jGrants 経由で行うものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 申請者は、脱炭素機器についてリース先とリース契約を締結したのち、遅

滞無く様式第１により、jGrants 経由で補助金交付申請書及び次の各号に掲げる

書面を速やかに機構に提出しなければならない。 

一 リース契約書の写し 

二 特約又は覚書等の写し 

三 脱炭素機器の見積書、注文請書又は売買契約書のいずれか一の写し 

四 ESG リース促進事業利用申込書の写し（導入機器の基準適合チェックシー

トの写し及び導入機器の基準適合確認の際に使用した資料の写しを添付

すること） 

五 補助金対象外費用を含むリース契約の場合にあっては、補助金対象外費用

の計算書及び計算根拠となる資料の写し 

六 適格要件、加点要件を補足する証憑（ただし、令和６年度又は令和７年度の脱

炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業に係る優良取組認定を受けている者

については、適格要件を補足する証憑の提出を要しない。） 

七 その他、機構が必要と定める関連証憑 

２ 前項の申請は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。 

一 脱炭素機器に係る申請であること。 

二 申請は、個別のリース契約ごとに行われていること。 

三 脱炭素機器の設置が令和９年３月 12 日までに完了する見込みであること。 

四 国の他の補助金等と重複して申請していないこと。 



 

 

 

（電磁的方法による申請） 

第７条の２ 機構及び補助事業者は、原則として、電磁的方法により交付申請等を行うこ

ととするが、電磁的方法によることが行うことができないとき又は電磁的記録（適正化

法第２６条の２の規定に準じて機構が定めるものをいう。以下同じ。）を提出できない

ときは、この規程に定める様式による書面の提出又は機構が定める方法で手続を行うこ

とができる。 

 

（交付の決定等） 

第８条 機構は、前条第 1 項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該

申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべ

きものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、様式第２による補助金交付

決定の承認を申請者に通知するものとする。この場合において、機構は、適正な

交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につ

き修正を加えて通知を行うものとする。 

 ２ 機構は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができるものと

する。 

３ 機構は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知

するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は、前条第 1項の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該

通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、

当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して 15 日以内に

jGrants 経由で様式第６による補助金交付申請取下げ書を機構に提出しなければならな

い。 

 

（変更交付申請） 

第１０条 申請者は、補助金交付申請書を機構に提出後、申請内容の誤り等により交付申

請内容の修正が必要になった場合には、jGrants 経由で様式第３による補助金交付申請

内容変更申請書を速やかに機構に提出しなければならない。 

  補助金の交付の決定を受けた後、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容

を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、速やかに jGrants経由で様式第４に

よる補助金交付決定内容変更申請書を機構に提出し、様式第５による補助金交付決定内

容変更承認通知書により承認を受けなければならない。 

  

（交付の条件） 

第１１条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認め

るときは、補助事業者に対して、補助事業の経理等について調査し、若しくは



 

 

指導し、又は報告を求めることができる。 

二 機構は、国の施策に基づき脱炭素機器の普及促進を図るため、必要な範囲において

補助事業者に対して脱炭素機器の普及に資するデータ等の提供や指示をすることが

でき、補助事業者はこれに協力しなければならない。 

三 補助事業者は、補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する

効果検証等において、補助金対象設備等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効

果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省（環境省から

委託を受けた民間事業者を含む。）から指示があった場合には、必要な情報を提供しな

ければならない。  

 

（実施状況報告） 

第１２条 補助事業者は、機構が必要と認めて要求したときは、様式第７による実

施状況報告書を機構が要求する期日までに提出しなければならない。 

 

 （補助事業の遂行の命令等） 

第１３条 機構は、前条の規定による報告書に基づき、補助事業者が法令等、この規程、

交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、

補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指導することができる。 

２ 機構は、補助金交付及び補助事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業

者に対して報告を求め、又はその職員に補助事業者の事業場に立ち入り、帳簿書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 

３ 機構は、補助金交付及び補助事業の適正を期するために必要があるときは、リース先

に対して報告を求め、又はその職員にリース先の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 

 

（実績報告書） 

第１４条 補助事業者は、交付決定の通知を受けたリース契約に係る脱炭素機器の設置が

完了したとき（第８条第１項の規定による交付決定の通知を受けたリース契約の一部を

中止又は廃止した場合を含む。）は、完了の日（リース契約の中止又は廃止の承認を受け

たときは、その承認の通知を受けた日）から起算して 90日を経過した日又は令和９年３

月 12日のいずれか早い日までに、様式第８により、実績報告書及び当該脱炭素機器の設

置に係る借受証又はこれに類する書類の写しを、jGrants 経由で機構に提出しなければ

ならない。なお、実績報告は令和９年３月 12日までに額の確定通知を受けなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、令和９年３月 12 日までに脱炭素機器の設置完了を予定していたリー

ス契約について、当該期日までに脱炭素機器の設置を完了することができないと判断し

た場合、直ちに機構に対し、補助金交付申請取下げ手続をしなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 機構は、前条第 1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要



 

 

に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定

の内容（第８条第２項に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。）及び

これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、

jGrants経由で様式第９により補助事業者に通知するものとする。 

２ 機構は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。 

３ 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から 20日以内とし、期限内に納付

がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利 10.95パ

ーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

４．交付すべき補助金の額を確定し補助金事業に通知した場合において、補助金の確定金

額が変更となる場合は、交付の決定を取消すこととし、jGrants 経由で補助金交付申請

取下げ手続を行わなければならない。また、該当する申請分を再度申請する場合は、こ

の規程に定めることにより jGrants を利用し再度、申請手続を行わなければならない。 

 

 （補助金の支払） 

第１６条 機構は、前条第 1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、当該確

定金額を補助事業者に遅延なく支払うものとする。 

２ 補助事業者は補助金の交付を受けるに当たり、様式第 13により、補助事業者として選

定された時点で補助金振込先指定口座届出書を機構に提出することとし、機構は、前項

の規定により補助事業者へ補助金の支払いをするときは、当該補助金振込先口座届出書

に記載された支払先に補助金額を振り込むものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 機構は、第１４条第２項に該当する場合、第１８条に該当する場合又は次の各

号のいずれかに該当する場合には、第８条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取

り消すことができる。ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した

期間に係る部分については、この限りではない。 

一 補助事業者が、法令等若しくはこの規程に基づく機構の指示等に従わない場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 第８条第 1項の規定による交付決定を受けたリース契約が第３条第四号の要件を満

たさなくなった場合 

五 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行する

ことができない場合（補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

２ 前項の規定は、第１５条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ 機構は、第１項の規定による取消しをしたときは、様式第 10による補助金交付決定取

消通知書により、速やかに補助事業者に通知するものとする。 

４ 機構は、第１項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関



 

 

し、既に補助金が交付されているときは、様式第 11による補助金返還命令書により、期

限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。 

５  機構は、前項の取消しを行った場合は、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交

付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 

６ 補助事業者は、第４項の補助金の返還命令を受けた場合、返還期限までに補助金の返

還を行わなければならない。 

７  前項に基づく補助金の返還については、第 15条第３項の規定を準用する。 

 

（契約変更届の提出） 

第１８条 補助事業者は、第８条第１項の規定による交付決定を受けたリース契約が第３

条第四号の要件を満たさなくなる場合又はリース先との間で合意によりリース契約を

解約する場合若しくはリース先がリース契約の期限の利益を喪失する場合若しくはそ

の他の事由により第８条第１項の規定により交付決定を受けたリース契約の内容が変

更になる場合には、様式第 12により、速やかに機構にリース契約変更届を提出しなけれ

ばならない。 

 

 （債権譲渡の禁止等） 

第１９条 補助事業者は、第８条第１項の規定による交付決定によって生じる権利の全部

又は一部を機構の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、

信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成 10年法律第 105号）第２条第３項に規

定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号）第１条

の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 機構が第１５条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に

基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が機構に対し、民法（明治 29 年法律第 89 号）

第 467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成

10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又

は承諾の依頼を行う場合には、機構は次に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次に

掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が機構に対

し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第 467条又は債権譲渡特

例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

一 機構は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺

し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は

これへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 

三 機構は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金

の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異

議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及

ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決

定されなければならないこと。 

３ 前項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、



 

 

機構が行う弁済の効力は、機構が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。 

 

（書類等の保存義務等） 

第２０条 補助事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区別し、第

８条第１項の規定による交付決定を受けたリース契約に係るリース契約関係書類（リー

ス契約書、特約又は覚書、及び借受証又はこれに類する書類）等これらの帳簿及び証拠

書類を補助事業の完了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の

終了後５年、環境省（環境省から委託を受けた民間事業者を含む。）の要求があったとき

は、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２１条 機構は、申請者及び補助事業者がこの規程に従って機構に提出する各種申請書

類及び経理等の証拠書類等については、補助金の交付のための審査及び補助金の額の確

定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用すると

ともに、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。 

 

（優良取組制度） 

第２２条 カーボンニュートラル社会構築に向けた ESGリース促進事業に係る優良取組制

度のロゴマーク使用に関しては、機構規程の ESGリース促進事業ロゴマーク使用規程等

に定めるところによる。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２３条 申請者は、指定リース事業者の公募に係る申請書類における暴力団排除に関す

る誓約事項について、リース先に対しても同様に補助金の交付申請前に確認しなければ

ならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（その他） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、機

構が補助金申請の手引き他、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、令和８年５月１５日から施行する。



 

 

別表第１ 

１. 補助事業 ２. 補助対象経費 ３． 補助率 

ESG リース促

進事業 

補助事業を行うため

に必要な費用であっ

て別表第２に掲げる

経費 

実施要領第３（２）に規定する補助率とす

る。 



 

 

別表第２ 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内   容 

脱炭素機器

リース導入

費 

 

 

  脱炭素機器のリース契約による導入に

必要なリース経費の総額（リース契約に

含まれる範囲内において付属品、据付費

用も含む。ただし、付属品、据付費用の金

額は機器本体価格の 50％未満を上限とす

る。） 
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